
 
 

 

一 

 
 

 

道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

都
道
府
県
は
、
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
日
本
道
路
公
団
が
行
う
高
速
自
動
車
国
道
の
新
設
に
よ
り
著
し
く
利
益
を
受
け
る

場
合
に
お
い
て
は
、
日
本
道
路
公
団
に
対
し
て
、
こ
れ
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
財
政
上
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
工
事
実
施
計
画
書
の
認
可
を
受
け
た
区
間
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 





 
 

 

三 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

高
速
自
動
車
国
道
の
建
設
の
促
進
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
は
、
高
速
自
動
車
国
道
の
新
設
に
よ
り
著
し
く
利
益
を
受
け
る

場
合
に
お
い
て
は
、
日
本
道
路
公
団
に
対
し
て
、
こ
れ
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
財
政
上
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


